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平成２９年 第２７回嬉野市農業委員会総会議決一覧 

 

 

 

 

 

 

議案番号 整理番号 件名 議決日 議決結果 

報告第１号  農地等形状変更届出について   

 １ 馬場下畦川内 田を畑に転換  H29.09.01 了 承 

議案第１号  農用地利用集積計画の解約について   

 １  岩屋川内陣野 外５筆 賃借権 H29.09.01 了 承 

 2  下宿五本松 賃借権 H29.09.01 了 承 

議案第２号  農用地利用集積計画の決定について   

  利用権設定   

 塩１  五町田熊野 使用賃借権 H29.09.01 承 認 

 嬉１～５  不動山椎場 外１８筆 使用賃借権・賃借権  承 認 

  所有権移転   

 １  岩屋川内陣野 あっせん H29.09.01 承 認 

   岩屋川内田ノ頭 あっせん H29.09.01 承 認 

議案第３号  農地法第３条申請の許可について   

 １  吉田原 外４筆 無償 H29.09.01 許 可 

 ２  不動山柳原 無償 H29.09.01 許 可 

議案第４号  農地法第５条申請の承認について   

 １  岩屋川内宮ノ前 外１筆 駐車場敷地 H29.09.01 承 認 

 ２  下宿第七区画整理 別荘敷地 H29.09.01 承 認 

 ３  下野第八区画整理 農業用倉庫及び駐車場 H29.09.01 承 認 

 ４  下野四本杉 通路及び駐車場 H29.09.01 承 認 

 ５  吉田祇園 外１筆 太陽光発電設備設置 H29.09.01 承 認 

 ６  大草野黒木 外３９筆 仮設道路及び施工ヤード設置 H29.09.01 承 認 

議案第５号  非農地証明願について   

   下宿中原 住宅敷地 H29.09.01 承 認 



平成２９年 第２７回嬉野市農業委員会総会議事録 

 

１ 招集年月 日  平成２９年９月１日 

２ 招 集 場 所  嬉野市役所嬉野庁舎 ３－１会議室 

３ 開 会 日 時  開会 平成２９年９月１日 午後１時３０分 議長 西田 昭義 

    及 び 宣 告  閉会 平成２９年９月１日 午後３時１６分 議長 西田 昭義 

４ 会議の公開の  非公開 

  可否・理 由  非公開理由：嬉野市審議会等の会議の公開に関する要綱第４条 

第１項の規定による 

５ 出席及び欠席委員並びに職員  出席委員２２名  欠席委員３名 

 

（農業委員） 

席次 氏   名 出欠 備   考 席次 氏 名 出欠 備   考 

会長 西田昭義 出 議  長 １３ 田島昭英 出  

１ 松元正行 出  １４ 大島栄吉 出  

２ 水川靖廣 出 憲章朗読 １５ 宮﨑勇 出  

３ 川原安幸 出  １６ 植松和幸 欠  

４ 稲富 茂 出  １７ 一ノ瀬宏則 出  

５ 白川久美子 出 
班  長 

議事録署名 
１８ 馬場みどり 出  

６ 富永敏文 出 議事録署名 １９ 池田藤巳 出  

７ 小森隆昭 出  ２０ 井手寛紀 欠  

８ 渕野厚由 出  ２１ 前田安一 欠  

９ 川内利光 出  ２２ 山﨑 正 出  

１０ 松尾 直 出  ２３ 山口智佐代 出  

１１ 江口幸一郎 出  ２４ 武藤 正 出  

１２ 池田博幸 出   

（職員等） 

農業委員会事務局長 白石 伸之 農地利用集積推進委員 秋月 治馬 

農業員会事務局主事 永田 良子 農林課副課長 小原 和子 



６ 議事日程 

  第１ 議事録署名委員の指名 

  第２ 報告第１号 農地等形状変更届出について 

     議案第１号 農用地利用集積計画の解約について 

     議案第２号 農用地利用集積計画の決定について 

     議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 

議案第４号 農地法第５条の規定による申請の承認について 

議案第５号 非農地証明願いについて 

 

 

７ 会議の概要 

 

 

局  長  皆さん、こんにちは。定刻になりました。 

本日は、植松和幸委員、井手寛紀委員、前田安一委員の３名の委員が欠席で

あります。出席委員は、２２名です。定足数に達しておりますので、西田会長

の御挨拶の後、嬉野市農業委員会総会会議規則第９条の規定により、議長の開

会宣告をお願いいたします。 

 

会  長  （挨拶等） 

 

 

 

本日の農業委員会憲章の朗読は、議席番号２番水川靖廣委員にお願いします。

全員、御起立ください。 

      （当番委員の朗読）・・・全員で唱和 

 

議  長  ありがとうございました。御着席ください。 

それでは、ただ今から、平成２９年第２７回嬉野市農業委員会総会を開会い 

たします。本日、議題としますのは報告１件、議案は５件で、審議事項は２

１件です本日の議事録署名委員につきましては、議席番号５番白川久美子委

員と６番富永敏文委員を指名します。よろしくお願いします。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜

＜ 

 

議  長  それでは、（議案書１ページ）報告第１号 農地等形状変更届出について 

です。 

整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 



事 務 局  議案書１ページ、整理番号１番です。 

      届出人は  畦川内の  ○○○○ 様です。 

所在地は、大字畦川内 畦川内４ ○○○番○ 

地目は田  面積は４２０㎡です。 

理由は、自己保全農地として管理していたが、水の確保が難しく、水田とし

ては耕作できないため田を畑に転換したいということです。 

図面は２ページと３ページを御覧ください、写真は（１）番です。以上です。 

議  長  続いて、８月３１日に２班で実施した事前審査の結果について、 

班長の 白川 久美子委員、報告をお願いします。 

班  長  事由をお聞きし、水の確保が難しく、水田としては耕作できないため田を畑 

に転換したいとのことでした。現在イノシシの被害が多く、水条件がイノ 

シシの水浴場となり取水ができない状況でした。柵を設けていましたがな 

かなか効果が見られない感じで、自宅の前ということもあり、せんじゃ畑と 

して活用できれば荒れないと思われます。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですね。この案件は、報告事案ですので、了承いただける委員は、

挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  はい、全員了承です。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  それでは次に、（議案書４ページ）議案第１号 農地利用集積計画の解約に

ついてを議題とします。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書４ページ、整理番号１番です。 

      貸付人は  上岩屋の  ○○○○ 様、 

      借受人は  同じく上岩屋の  ○○○○ 様です。 

所在地は、大字岩屋川内 陣野 ○○○番○ 他４筆 

地目は５筆とも畑 面積は合計で３,６９８㎡、 

利用権区分は賃借権で、目的は茶であります。 

期間は平成２９年３月３１日から平成３９年３月１０日までで、 

小作料は、反当り１.３６㎏、年 茶５㎏です。 

理由は、同じ借受人と、重複
ちょうふく

して利用権設定することになるため。農業 

経営基盤強化促進を取下げて、中間管理機構事業による利用権設定をしたい 

ということです。書面により、その旨の通知を受けています。以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 



議  長  無いようですので、採決に入ります。議案第１号 農用地利用集積計画の解

約について、整理番号１番については、原案どおり承認することに異議のない

委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  はい、異議なしと認めます。議案第１号 農用地利用集積計画の解約につ 

いて、整理番号１番については、原案どおり承認することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番です。 

      貸付人は  下宿の  ○○○○ 様、 

      借受人は  同じく下宿の  ○○○○ 様です。 

所在地は、大字下宿 五本松 ○○○番○ 

地目は田 面積は２,２６０㎡、 利用権区分は賃借権で、目的は米です。 

期間は平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までで、 

小作料は、反当り５,３１０円、年１２,０００円です。 

解約理由は、借受人を変更するためということです。農地法第１８条第６ 

項の規定による合意解約した旨の通知を受けております。以上です。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。議案第１号 農用地利用集積計画の解

約について、整理番号２番については、原案どおり承認することに異議のない

委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  はい、異議なしと認めます。議案第１号 農用地利用集積計画の解約につ 

いて、整理番号２番については、原案どおり承認することに決定いたしま し 

た。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  それでは、（議案書 別添の表）議案第２号 農業経営基盤強化促進法第１

８条第１項の規定による農用地利用集積計画の決定についてを議題とします。 

先ず、別添の表（１枚目）、利用権設定塩田町の分整理番号１番について、（事

務局）から、説明を求めます。 

(事務局)   別添の表、１枚目を御覧ください。 

塩田町の分整理番号１番です。 

貸し手人は 熊野の ○○○○ 様、 

借り手人は 南の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字五町田 熊野 ○○○番 面積は７７１㎡、 

利用権は使用貸借権で、期間は５年間です。 



計画内容については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定められ 

る各要件を満たしています。以上です。 

議  長  それでは、利用権設定塩田町の分整理番号１番について質疑を行ないます。 

何か、質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。利用権設定塩田町の分整理番号１番に

ついては、原案どおり承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。利用権設定塩田町の分整理番号１番については、原 

案どおり承認することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  続いて、（別添の表２枚目）利用権設定嬉野町の分整理番号１番から５番ま

でについて、（事務局）の説明を求めます。 

(事務局)   別添の表２枚目を御覧ください。嬉野町の分整理番号１番から５番までにつ

いてです。 

貸し手人は 上不動の ○○○○ 様 他３名、 

借り手人は 同じく上不動の ○○○○ 様 他４名です。 

所在地は、大字不動山 椎葉 乙３１７４番 他１８筆 

面積は合計で８,８４６㎡、 

利用権は使用貸借権と賃借権で、期間は５年から１０年間です。 

計画内容については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定められる

各要件を満たしております。以上です。 

議  長  それでは、利用権設定嬉野町の分整理番号１番から５番までについて、質疑

を行ないます。何か、質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。利用権設定嬉野町の分整理番号１番か

ら５番までについて、原案どおり承認することに異議のない委員は、挙手をお

願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。利用権設定嬉野町の分整理番号１番から５番までに 

ついては、原案どおり承認することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  続きまして、（別添の表３枚目）所有権の移転について、整理番号１番と２

番を審議しますが、整理番号２番につきましては○○委員が買い手人となって

いる事案ですので、嬉野市農業委員会総会会議規則第２０条「議事参与の制限」

の規定により、審議開始から終了まで、○○委員は、退席をお願いします。審

議終了後に、入室・着席ください。 

委員の皆さんにお諮りします。先ず整理番号２番について、審議したいと思

います。御異議ありませんか。 



委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  異議なしと認め、先に整理番号２番を審議します。 

事務局の説明を求めます。 

事 務 局  別添の表３枚目、整理番号２番です。 

      売り手人は 公益社団法人 佐賀県農業公社 様、 

      買い手人は 上岩屋の ○○○○ 様です。 

      所在地は、大字岩屋川内 田ノ頭 ○○○番  面積は１，０７３㎡ 

所有権移転の種類は、あっせんでありまして、利用目的は米です。 

対価としましては、反当り５００,０００円、全体で５３７,０００円です。 

計画内容については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定められる

各要件を満たしています。以上です。 

議  長  それでは、所有権の移転整理番号２番について質疑を行ないます。 

何か、質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。所有権の移転について整理番号２番は、

原案どおり承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。所有権の移転について整理番号２番については、原 

          案どおり承認することに決定いたしました。 

  ○○委員に、入室・着席するように、事務局伝えてください。 

  （○○委員入室・着席） 

では、次に整理番号１番を審議します。事務局の説明を求めます。 

事 務 局  別添の表３枚目、整理番号１番です。 

売り手人は 上岩屋の ○○○○ 様、 

買い手人は 公益社団法人 佐賀県農業公社 様です。 

所在地は、大字岩屋川内 陣野 ○○○番  面積は１,０９３㎡、 

所有権移転の種類は、あっせんで、利用目的は茶です。 

対価としましては、反当り２４９,７７２円、全体で２７３,０００円です。 

計画内容については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定められる

各要件を満たしています。以上です。 

議  長  それでは、所有権の移転について整理番号２番について質疑を行ないます。

何か、質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。所有権の移転について整理番号１番は、

原案どおり承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  はい、異議なしと認めます。所有権の移転について整理番号１番については、 

原案どおり承認することに決定しました。 

 



＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、（議案書５ページ）議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許

可についてを、議題とします。 

整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書５ページ、整理番号１番です。 

       贈与による所有権の移転です。 

譲渡人は 鹿児島県日置
ひ お き

市の ○○○○ 様、 

譲受人は 西川内
にしごうち

の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字吉田 原 ○○○番○ 他４筆 

地目は５筆とも畑  面積は合計で２,７２３㎡です。 

譲渡理由は、高齢のため耕作不能。譲受理由は、相手方の要望に応じるもの

ということです。図面は６ページから１１ページまでを御覧ください。以上で

す。 

議  長  それでは、整理番号１番について、質疑を行ないます。何か、質問、意見は

ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番について、原案どおり許

可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。整理番号１番については、原案どおり許可すること 

に決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  続いて、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書５ページ、整理番号２番です。 

      贈与による所有権の移転です。 

       譲渡人は 俵坂の ○○○○ 様、 

譲受人は 同じく俵坂の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字不動山 柳原 ○○○番 

地目は畑  面積は３４２㎡です。 

譲渡理由は、高齢のため耕作不能。譲受理由は、相手方の要望に応じるもの

ということです。図面は１２ページと１３ページを御覧ください、以上です。 

議  長  それでは、整理番号２番について、質疑を行ないます。何か、質問、意見は

ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号２番について、原案どおり許

可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 



［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。整理番号２番については、原案どおり許可すること 

に決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、（議案書１４ページ）議案第４号 農地法第５条の規定による申請の

承認についてを、議題とします。 

整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１４ページです。整理番号１番です。 

      譲渡人は 埼玉県狭山市の ○○○○ 様、 

譲受人は 湯野田の ○○○○ 様 他４名です。 

所在地は、大字岩屋川内 宮ノ前 ○○○番○と○○○番○ 

地目は２筆とも田  面積は合計で２,１０５㎡です。 

用途目的は、駐車場敷地 

事由は、申請地は、現在、新幹線工事の現場事務所として賃貸契約しており、

現況は雑種地である。所有者は高齢で耕作は困難であり、農地として回復でき

る見込みもないため転用したいということです。 

東は畑、 西は道路、 南は畑、 北は宅地です。 

農地区分については、第２種農地（法第４条第２項第１号ロ（２）、第２号）

で、中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生産

性の低い農地です。 

この案件の契約は、贈与です。 

図面につきましては１８ページと１９ページを御覧ください、写真は（２）

番になります。以上です。 

議  長  この件について、地元での協議状況など、地区担当委員としての補足説明、

意見はありませんか。 

議  長  次に、事前審査の結果について、班長の白川委員、報告をお願いします。 

班  長  ４０年ほど前から、田は作っておられず、雑種地として利用されていた。 

      問題ないと思います。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶものあり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番について、原案どおり許

可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。整理番号１番については、原案どおり許可相当と、 

県に副申することに決定しました。では、整理番号２番について、事務局 

の説明を求めます。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 



事 務 局  整理番号２番です。 

      譲渡人は 温泉３区の ○○○○ 様、 

      譲受人は 長崎市の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字下宿 第七区画整理 ○○○番○ 

地目は畑 面積は２６４㎡です。 

用途目的は、別荘敷地 

事由は、長崎に居住しているが、第二種住居地域であり、用途地域である申

請地に、体調管理のためのセカンドハウス（別荘）を新築するため転用したい

ということです。 

東は道路、 西は畑（現況雑種地）、 南は宅地、 北は道路です。 

農地区分については、第３種農地（法第４条第２項第１号ロ（１））で、都

市計画法第８条第１項第１号に規定する用途区域です。 

売買価格は、反当り３９,３９３,９３９円、全体で１０,４００,０００円です。 

図面につきましては２０ページと２１ページを御覧ください、写真は（３）

番になります。以上です。 

議  長  この件につきましては、８月２９日に、地区担当委員と事務局で現地調査を

行っております。 

地区担当の 川内 利光委員、報告をお願いします。 

担当委員  区画整理地内であり問題ないと思います。 

議  長  それでは、整理番号２番について、質疑を行ないます。何か、質問、意見は

ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶものあり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号２番について、原案どおり許

可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。整理番号２番については、原案どおり許可相当と、 

県に副申することに決定いたしました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  それでは、整理番号３番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号３番です。 

      譲渡人は 湯野田の ○○○○ 様、 

譲受人は 井手川内の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字下野 第八区画整理 ○○○番○ 

地目は畑 面積は３０７㎡です。 

用途目的は、農業用倉庫及び駐車場 

事由は、農業を営んでいるが、現在、農業倉庫やトラックを停める場所もな

く、路上駐車をしている状態であるので、転用して活用したいということです。 

東は道路、 西は畑、 南は宅地（住居）、 北は道路です。 

農地区分については、第３種農地（法第４条第２項第１号ロ（１））で、都



市計画法第８条第１項第１号に規定する用途区域です。 

売買価格は、反当り２２,８００,０００円、全体で７,０００,０００円です。 

図面につきましては２２ページと２３ページを御覧ください、写真は（４）

番になります。以上です。 

議  長  次に、事務局と現地調査を行った地区担当の 富永 敏文委員、報告をお願

いします。 

担当委員  区画整理地内で、問題ないと思います。 

議  長  それでは、整理番号３番について、質疑を行ないます。何か、質問、意見は

ありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号３番について、原案どおり許

可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。整理番号３番については、原案どおり許可相当と、 

県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  それでは、、整理番号４番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号４番です。 

      譲渡人は 福岡市の ○○○○ 様、 

譲受人は 井手川内の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字下野 四本杉 ○○○番○  

地目は畑 面積は１６４㎡です。 

用途目的は、通路及び駐車場 

事由は、申請地は、現在休耕地であり、自作地の水田までの道がなく、公道

から農地まで 4ｍ位を、大型農業機械が通れるようにするため転用したいとい

うことです。 

東は宅地・雑種地、 西は道路・畑、 南は宅地、 北は道路・雑種地です。 

農地区分については、第２種農地（法第４条第２項第１号ロ（２）、第２号）

で、中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生産

性の低い農地です。 

売買価格は、反当り６０９,０００円、全体で９９,８７６円です。 

図面につきましては２４ページと２５ページを御覧ください、写真は（５）

番になります。以上です。 

議  長  この件について、地元での協議状況など、地区担当委員としての補足説明、

意見はありませんか。 

議  長  次に、事前審査の結果について、班長の白川委員、報告をお願いします。 

班  長  問題ないと思います。 

議  長  それでは、整理番号４番について、質疑を行ないます。何か、質問、意見は

ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶものあり］ 



議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号４番について、原案どおり許

可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  はい、異議なしと認めます。整理番号４番については、原案どおり許可相 

当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

議  長  それでは、整理番号５番について、事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局  整理番号５番です。 

      貸付人は 皿屋の ○○○○ 様、 

借受人は 今寺の ○○○○ 様です。 

所在地は、大字吉田 祇園 ○○○番○、○○○番○ 

地目は２筆とも畑 面積は合計（２,７９４㎡うち）２,２２５㎡です。 

用途目的は、太陽光発電設備 

事由は、申請地は現在休耕地であり、高齢により耕作不能であるため、転用

したいということです。 

東・西・南・北、四方とも畑です。 

農地区分については、第２種農地（法第４条第２項第１号ロ（２）、第２号）

で、中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生産

性の低い農地です。 

賃借料は、反当り２２,４７０円、全体で５０,０００円です。 

図面につきましては２６ページと２７ページを御覧ください、写真は（６）

番になります。以上です。 

議  長  この件について、地元での協議状況など、地区担当委員としての補足説明、

意見はありませんか。 

担当委員  下は民家があるため、雨水処理についてはお願いした。 

議  長  次に、事前審査の結果について、班長の白川委員、報告をお願いします。 

班  長  周りは荒れていましたが、事前審査時は除草されていました。先日の雨で 

     下に流れた形跡がありましたので、雨水処理についてお願いしました。 

議  長  それでは、整理番号５番について、質疑を行ないます。何か、質問、意見は

ありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号５番について、原案どおり許

可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  はい、異議なしと認めます。整理番号５番については、原案どおり許可相 

当と、県に副申することに決定しました。 

   次に、整理番号６番ですが、申請者から急きょ取下げの申出がありました

ので、審議事項から外すこととします。 

  続いての整理番号７番については、私が関係人の１人となっておりますの



で、ここで、嬉野市農業委員会総会会議規則第２７条の規定により、副会長

に議長を代理してもらいます。 

議  長  整理番号７番について、議長を務めます。 

      整理番号７番につきましては○○○○が貸付人の１人となっている事案で

すので、嬉野市農業委員会総会会議規則第２０条「議事参与の制限」の規定に

より、審議開始から終了まで、○○○○は退席し、審議終了後に、入室・着席

ください。 

（○○○○退席） 

では、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号７番です。 

      貸付人は 長谷の ○○○○ 様 他１４名様、 

借受人は ○○○○九州新幹線（西九州） 

     大草野トンネル１箇所他特定建設工事共同企業体 

 所長 ○○○○ 様です。 

所在地は、大字大草野 黒木 ○○○番○ 他３９筆 

地目は田３９筆、畑１筆  

面積は合計で（１１,９１６．９８㎡うち）９,３３９．９８㎡です。 

用途目的は、仮設道路及び施工ヤード 

期間は平成２９年９月８日から平成３２年９月７日までの３年間です。 

事由は、九州新幹線工事を施工する上での工事車輌用道路及び施工ヤードが

必要なため転用したいということです。 

東は山林、 西は畑、 南は宅地、 北は畑です。 

農地区分については、第２種農地（法第４条第２項第１号ロ（２）、第２号）

で、中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生産

性の低い農地です。 

賃借料は、年当り２００,０００円、全体で５,５９９,０００円です。 

図面につきましては３０ページから３３ページまでを御覧ください、写真は

（７）番になります。以上です。 

議  長  では、事前審査の結果について、班長の白川委員、報告をお願いします。 

班  長  新幹線工事が長引くとのことで、再延長が出されております。最終的には、 

作土を戻し、農地に復旧するとのことでした。 

議  長  それでは、整理番号７番について、質疑を行ないます。何か、質問、意見は

ありませんか。 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号７番について、原案どおり許

可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  はい、異議なしと認めます。整理番号７番については、原案どおり許可相当 

と、県に副申することに決定いたしました。 

  ○○○○に、入室・着席を、事務局伝えてください。 



  （西田会長入室・着席） 

  会長が戻られましたので、議長を交代します。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  では、議事を進行します。（議案書３４ページ）議案第５号 非農地証明願

についてを議題とします。 

整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号１番です。始末書付きでの願い出となっています。 

      願出者は、温泉２区の ○○○○ 様です。 

      所在地は、大字下宿 中原 ○○○番○ 地目は田 面積は１６２㎡ 

      用途目的は、住宅敷地（貸駐車場用地） 

事由は、昭和５１年に転用の許可を受け、目的どおりに転用完了すべきで 

あったができず、貸駐車場として活用していた。この先も資金不足のため、 

   許可を受けた転用の目的を完遂できない状況である。今後の生活資金確保のた

め、地目を変更して処分したいので、非農地証明をお願いしたいということで

す。以上です。 

議  長  この件について、地元での協議状況など、地区担当委員としての補足説明、

意見はありませんか。 

担当委員  この先も資金不足のため、許可を受けた転用の目的を完遂できないとのこと 

     でした。 

議  長  それでは、整理番号１番について、質疑を行ないます。何か、質問、意見は

ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶものあり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番について、原案どおり非

農地であると証明することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議なしと認めます。整理番号１番については、原案どおり非農地証明す 

ることに決定しました。 

  以上で、本総会に提出された案件の審議、採決など、全て終了いたしました。 

お諮りします。委員会として協議すべき案件がありましたら、この場で協 

議したいと思います。委員の皆さん、何かありませんか。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

事 務 局  新制度における農業委員数と農地最適化推進委員数について、協議をお願い

します。 

議  長  このことについては、日程も厳しくなってきていますので、議題として、委

員数の方針を決議したいと思いますが、よろしいですか。 



委  員  ［「異議なし」と呼ぶものあり］ 

議  長  では、事前に送付された原案について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  法令で定めがある推進委員上限２０名とするための協議であります。 

     これを経て、市の条例を変更する必要があります。今回は、定数のみの協議と

して A 案、B 案でお願いいたします。 

 

議  長  採決に入ります。新制度における嬉野市農業委員会の農業委員数及び農地利

用最適化推進委員数について、それぞれ賛成する案に、挙手をお願いし、多数

決で決議したいと思います。よろしいですか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶものあり］ 

      よろしいですね。では先ず、原案Ａ案に賛成の委員の挙手をお願いします。 

議  長  原案Ａ案に賛成の委員は、（１４）名ですね。 

      次に、原案Ｂ案に賛成の委員の挙手をお願いします。 

議  長  原案Ｂ案に賛成の委員は、（７）名ですね。 

議  長  採決を終了します。採決の結果、新制度における嬉野市農業委員会の農業委

員数及び農地利用最適化推進委員数については、（Ａ）案の農業委員は（１３）

人、農地利用最適化推進委員は（２０）人とすることに決定しました。 

お諮りします。この後の作業について、検討部会を置いて進めていきたい 

と思います。私を始め、副会長を含む８名ほどで構成したいと考えています。

この人選については、会長に一任いただけますでしょうか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶものあり］ 

議  長  会長に一任いただきましたので、後日、皆さんに通知します。 

検討部会員に選任した委員におかれては、協力を、よろしくおねがいします。 

議  長  それでは、会議を閉じます。 

平成２９年 第２７回嬉野市農業委員会総会を閉会します。 

 

（ 午後３時０４分 閉会 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


